
≪質疑応答≫

Ｑ）「エネルギーの自治体間連携」ということ

で非常に積極的な取り組みをされているが、具

体的にどれくらいの効果があったか。金額面、

また地域・各自治体との関係で経済効果みたい

なもので実感していることはあるか

Ａ）規模によるのですが、スライドで紹介し

た川場村のバイオ発電のようにコンテナ１つ

分で40軒、これはもう１軒のご家庭で使う電

気料×40という金額が動いているということ

です。化石燃料と変わらないか少し安いぐら

いの値段で設定されてきたと思います。長野

県のような、比較的大きな保育園とか幼稚園

とか児童館ということで60館、こういう規模

になると億単位までになっていくということ

でございます。小さな40軒、30軒でも意味が

あるのです。これを一つの突破口として、さ

らにどんどん拡大することもできますし、多

分どこの村や町でも、斜面や段差、農業用水

等があると思いますので、小水力というのは

比較的つくりやすい電源だと思います。その

電源をつくる段階から、都市部からも参加し

て一緒に話し合っていくようなことも現在も

やっています。「ＲＥ100」、つまり世田谷

区のCO2排出量の半分は大体民生用なのです。

いわゆる一般の家庭で使っている電気でCO2

を排出しているので、それを再生可能エネル

ギーにどれだけ切りかえることができるのか

というのは、いわばCO2抑制の指標として大

きな効果をもたらすので、今の30軒とか50軒

とかを突破口にしてさらに拡大をしていこう

と、こんなことを考えています。

Ｑ）「グリーンインフラ」で公園を増やす取り

組みを行っているが、土地の確保はどのように

行っているのか

Ａ）公園については特殊事情があります。世

田谷区は例えば霞が関から地下鉄等で非常に

利便性が高いのです。そのため、国家公務員

住宅が一杯あったわけです。これを財務省の

売却方針で相当売りましたので、これが我々

としてはラストパラダイスだという考え方で

す。つまり保育所をつくるにも場所がないし、

障がい者施設、高齢者施設ももう場所がない

のです。なので、ここで出た国家公務員住宅

というのは、極論すれば全部押さえられると

ころは押さえようと。今も財務省の国家公務

員住宅跡地3.5haを全部世田谷区で買って、

これを公園化しようとしていますし、国土交

通省の国家公務員住宅も３ha、非常に広いで

す。これも住民参加のワークショップをやり

ながら、公園化しようとしています。ですか

ら、このように公園をダイナミックというか、
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かなりha単位で都市部で増やすことができた

のは、東日本大震災の復興財源で公務員住宅

の全件売却という時期を捉えたと考えていた

だければいいかと思います。

Ｑ）「参加と協働を掲げる熟議デモクラシー」

のところで、三層構造の行政拠点という話があっ

たが、三層構造という行政拠点は地方分権とい

うことで捉えてよいか

Ａ）まさにそのとおりです。これは当時、制

度設計のときには、「世田谷独立」というポ

スターをつくって決起大会をやったりして、

いわゆる政令指定都市を目指すというのが当

時の区長の頭にありました。分権自治を進め

ていくという発想の中で、自治体の中で、中

央集権制を地域に権限委譲していくという発

想があり、また身近なところに区役所が出て

いくという発想から28の施設がつくられた、

そういった歴史的な経緯もあります。

Ｑ）住民の皆さんからまちづくりに参加した
いという意欲があるか、感じるか、どのよう
に引き出しているか。若者は、積極的に参加
しているのか

Ａ）まちづくりに関しては、道路にしても、

再開発にしても、お役所で立てた計画はコン

サルがつくるわけです。そのコンサルが描い

た絵は１㎜たりとも動かないというのが普通

多いのです。ですから、「説明会を１時間や

りました。はい終わりです」と、あといろい

ろ住民の反対とか署名があっても、もう一切

変わらない。これは世田谷区も実はそういう

傾向があったのです。ただ、そこで非常に深

い対立が下北沢で生まれて、もう徹底的な話

し合いで、ワークショップでやっていこうと

いうことで、１㎜どころか、何ｍも線が動い

たり、計画になかった広場ができたり、いろ

いろ変わりました。その変わっていく実感を

もとに、参加意欲がものすごく高まってきま

した。行政の側が一方的に説明して終わりに

したいのだったら、参加意欲などというもの

は出てくるはずはないわけで、それはやはり

計画が全部絵を描き切ってしまわないうちか

らまちの声を聞いていく、人々の参加を伸ば

していくということを心がけています。

若者たちも同じです。自分たちの声が本当

に、例えば青少年交流センターみたいな場に

具体化するというのが分かれば、それは本当

に参加意欲が高くなります。

Ｑ）職員みずからのやる気を引き出す工夫、ま

た、議会や住民がどう主体的に参加するという

形をつくられているか

Ａ）世田谷区には、正規職員で5,300人ほど、

会計年度任用の方たちも含めると１万人近い

人が働いています。また、外郭団体も相当数

の人数がいます。私自身は、「マニフェスト

も自分でつくって当選したから、これは全信

任を得たのでこれをやるぞ、ついてこい」と

いうタイプではないのです。むしろ「自分は

まだまだ区政について、国会にはいたけれど

も、自治体行政についてはほぼ知らないので、

皆さんのニーズを聞かせてください」という

御用聞きから始めました。職員に関しても、

当選してすぐ私が言ったのは、「95％は自信

を持って継続してくれていい。しかし、全部

変わらないということではこの水は腐ってし

まうので、５％は大胆に変えよう」という５

％改革」ということでした。この言葉で大分

「ああ、なるほどね」ということで、何か大

混乱が起きるのかと思っていた職員もいたと

思うのですが、決してそうではないというこ

とを伝えました。同時に、ボトムアップ型と

いっても、ずっと職員にだけ委ねているので

はなくて、例えば福祉の相談窓口28カ所つく

ることに関して、職員からは「区長、５年は

ください」と言われました。しかし、高齢化

はどんどん進むので、「いや、これは３年で

やってくれ」ということで期限を切って、やっ

てもらいました。相当負荷はかかったかと思

いますが、その成果も非常に大きかったと思

います。ですから、所々ではこういう施策の

期限を切ります。あるいは具体的に国が認め

ていない制度を世田谷区で随分やっている。
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例えば、親が自営業の方が帳簿とか伝票整理

したいというときに、子育て広場で子どもを

預けて、いわゆるシェアオフィスのスペース

に、同じ建物の中で移動して仕事をする。仕

事をする場所と子どもを預ける、これを一緒

にするような制度、これも難産でしたけれど

も、つくりました。ここのあたりは、中央省

庁と私自身が交渉して、その交渉した枠組み

を職員に叱咤激励しながらやってもらう。議

会のほうはいろいろな批判、「またパフォー

マンスじゃないか」とか、「何でそんな世田

谷区だけ前例のないことばかりやっているん

だ」というような声は上がりましたけれども、

結果、これは区民にとってプラスになってい

るのかどうかということで見ていただければ、

「いや、ひどいことをやった」という人は誰

もいないわけですから、そういう意味ではだ

んだんおさまっていく。

予算、決算については、11年間、条例案も

含めて否決されたことは一度もないです。予

算の修正動議が１回かかり、執行において工

夫をするということが４年前に１回ありまし

た。議会のほうも相当厳しいやり取りもして

いますけれども、最大公約数的に一致すると

ころを重点的に、各会派に、一応バランスよ

く声を聞いていくことを心がけております。

Ｑ）職員のモチベーションについての変化は？

また、区長の思い・意思というのは伝わってい

るのか

Ａ）５％ずつ変えていっても、毎年複利計算

でやっていくと、８年で３～４割変わるので

す。ということで、５％がずっと５％である

わけではないので、大分変わってきたと思い

ます。職員に関しても、例えば「参加と協働」

ということで、区民の意見を聞く聞き方も、

パブリックコメントだけでは非常に不足では

ないか。この10年間でやってきたのは、くじ

引き方式、選挙人名簿で千人を招待して、う

ち80人とか60人の人たちが熱心に議論をし合

う、そういう無作為抽出型の「区民ワークショッ

プ」というものを盛んにやってきたところで

す。どの事業でも必要があるときは、それを

私が別に指示しなくてもやってくれていると

いうことになっているので、徐々にというか、

10年たっているので大分浸透はしてきている

のかと思います。

ただ、職員組合などと話をすると、一時、

新規の事業が非常に折り重なって、多過ぎで

やはり現場の職員が疲弊しているというので、

「少しベースを落としてくれないか」という

ような話もありました。特に現場に負荷がか

かるようなときには、その現場の人たち、例

えば「ネウボラ」の紹介もしましたけれども、

あれをやるのは保健師なんです。本来は28地

区で全部チームを組んでやりたかったのです

が、やはり保健師は今本当に忙しくて、成人・

母子・精神疾患の方々まで全部みなければい

けないというところで、本来母子保健をやり

たいけれども、28チームに分散するのはちょっ

と無理だという話を聞きまして、「じゃとり

あえず５地域でスタートしよう」と、そうい

うやり取りも大分しています。児童相談所を

つくったときには、職員とかなり長時間、制

度設計について議論をしました。

Ｑ）独居老人に対する支援ということで、介護
の必要な人への支援はどうしているのか。また、
助け合い会議といったものがあるか、あればど
んなシステムか

Ａ）世田谷区内でもひとり暮らしの高齢の方

が大変多いです。また、高齢の二人暮らしで

も、お二人とも具合が悪いとか、お一人倒れ

てしまうというところでのリスク、ここでき

ちっとコミュニティの中で関係があるかどう

かというと、多分、愛知県や名古屋よりも東

京の方がちょっと関係が薄いのかなと。特に

２年間コロナで非常にコミュニティが弱りま

したので、こういったことに対する声かけは

民生委員の方が巡回をするとか、「ふれあい

収集」といって、例えばごみをマンションの

３階まで取りにいって回収するみたいなとき

に異変をキャッチするとか、そういったこと

でやっております。孤立、孤独の問題という

ものに対応するためには、行政の力だけでは

なかなか及ばないのです。そこでまちづくり
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センターを基本に福祉の窓口をつくって、こ

の中に住民の自発的な組織を多数つくってい

ただきながら、見守りや支え合いというもの

をつくっていく、そういうやり方での孤立防

止を図ろうとしております。

Ｑ）昨年「おいしい給食を世田谷から」という

ことで「オーガニック給食」の取り組みを始め

たと聞いている。行政、議会にどのように納得

させていけばいいか、また進め方の知恵なども

教えてください

Ａ）「オーガニック給食」は韓国でかなり広

がっています。給食がオーガニックをしっか

り使うことで、そのオーガニックで食べてい

けるという農業の刷新にもつながります。世

田谷区は、皆さん意外に思われるかもしれな

いのですが、農協が２つ、農家が登録されて

いるだけでも300世帯ぐらいあるのです。世

田谷育ちという地元産の野菜もあるのですが、

いかんせん数が少なく、その中でもオーガニッ

クをやっている方もいるのですけれども、ま

だまだスタートラインで、皆さんに報告でき

るほどの規模にはなっていないのです。です

から、ここは広げていきたいという気持ちを

どう具体化するのかというのは、これからの

話ということでご理解いただきたいと思いま

す。

Ｑ）図書館は今かなり指定管理が広がり、東京

全体ではいろいろ非正規化も進んでいるという

話は聞いているが、図書館は情報センターとし

ての役割を持っている。行政としての情報提供

の現状はどうなっているのか、また学校図書館

司書の職員配置状況はどうなっているか

Ａ）学校については、私が区長になったとき

に学校を全部訪問して、図書室にカギがかかっ

て閉まっているのを見て非常に衝撃を受けま

した。当時は、全司書配置はできていなかっ

たのですが、今は全学校に司書の方が配置さ

れています。これは委託という形をとってい

ます。図書館の民営化については、議会等で、

どちらかというと多数派の会派から民営化し

たほうがいいという意見は繰り返し出てきて、

一部世田谷区でも今年から民間企業に切りか

えて、会館時間は９時まで延ばしたところも

あります。ただ基本は、選書とレファレンス

に関しては公共がちゃんと担うべきだと考え

ておりまして、図書館自体は本を貸すという

ところだけではなくて、重要なコミュニティ

の拠点でもあり、そういう意味で、文化、芸

術、学術、これがクロスする知的資源である

という観点で、基本は公共が運営していくと

いうことを軸にしながら、展開をしていきた

いと思っております。

Ｑ）世田谷区の保健師の配置、業務内容や人数

はどのようになっているのか。区としての採用

があるのか、また業務ごとに分散して配置され

ているのか、それとも地域を担当するような形

になっているのか、総合支所、まちづくりセン

ターそれぞれに配置されているのか

Ａ）平常時は、世田谷保健所は１カ所だけで

すけれども、５つの総合支所に「健康づくり

課」というのがあって、そこに地域の、例え

ば検診などを担当されています。ですから、

５つの地域で保健師さんが活動するのと、世

田谷保健所と結んでやっている。この２年間、

コロナの異常事態でしたので、コロナが始ま

る前に保健所の態勢というのは170人態勢で

した。現在500人になっています。ただ、大

阪市と同じ規模になっていますが、これは全

部正職員ではありません。事務方から職員を

寄せて集めてきたという部分もありますけれ

ども、アウトソーシングできる部分で、いわ

ゆる業務委託できるところはどんどん委託も

かけています。なので、いわゆる感染が分かっ

た方に対する後追いの、毎日電話をしていた

だくとか、あるいは電話相談とか、さまざま

医療職の方も含めて、保健所に臨戦態勢で集

まっていただくというのを、現在も500人態

勢で維持しています。その分、各総合支所の

検診等を一回止めた、そういう影響もありま

したけれども、今は通常時のこともやりなが

ら第７波に備えている、そんな状況です。
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Ｑ）公契約条例の利点、それから区として果た

している役割ということについて、詳しく

Ａ）公契約条例については、幾つか世田谷区

では特徴がありまして、私の前の区長が退任

する直前の区議会で、全会派一致で「公契約

条例を検討してください」という請願が採択

されているのです。これは、全建総連という

建設労働者の組合を中心に、私は国会議員で

もあったので、毎年全建総連の皆さんと意見

交換をしてきたのですけれども、やはりダン

ピングがひどくて、建設労働者は本当に賃金

が低過ぎて、後継者も誰もいないし、労務災

害も非常に多いし、先が全く真っ暗であると

いう中で、「公共発注の仕事くらいはしっか

りとダンピング合戦にならないようにしてほ

しい」という要望が、過去20年ぐらい前から

ずっと繰り返しあって、そして世田谷区でも

11年前から検討が始まり、条例化がなされま

した。この条例において、労働報酬下限額は

あるのですが、それを破っていたからといっ

て何か停止になるとか、そこまでのペナルティ

はありません。だから、本当にこれ実行性が

あるのだろうかとも言われたのですけれども、

実は公契約の検討委員会というのは、事業者

側と労働側が委員としてそれぞれ均等に入っ

ているのです。これも世田谷型の特徴だと思

うのですが、労働報酬最低下限額で本当に厳

しい労働環境だというのは分かる。そしてま

た、建設工事の大きな発注については、国土

交通省で決めた「設計労務単価」というのが

あります。これの何割までは払いなさいとい

うことをちゃんと決めていて、履行を迫って

いるわけですが、これをこのとおりに支払う

となると、「もう利益が出ませんよ」という

ことは事業者側から出てきます。同時に仕事

の争奪戦で、世田谷区内にマンションを借り

て、登記上だけの事務所を置いているという

大手建設業もどんどん仕事をとっていくみた

いなこともあります。

入札の際の総合評価において、地域貢献点

というのは比較的いろいろな自治体でつけて

いるのですが、つい最近、入札制度改革を行っ

て、全国でも初めてだと思いますけれども、

地域貢献点の中に「公契約条項」というもの

をつくったのです。インターネットで調べて

いただきたいのですが、この中には例えばワー

クライフバランスであるとか、男女ジェンダー

平等が実現しているかどうかとか、あるいは

地域の防災訓練とか、災害のときの自治体の

貢献の体制があるかとか、公契約条例に即し

たことで、入札参加企業の現在値が示されて、

これが総合評価に反映しますので、例えば10

億円の札を入れたところよりも、11億円の札

を入れたところが勝つというようなことが現

実に起こります。

こういうふうにして、事業者側の入札制度

改革の要望というのも制度化して、この公契

約条例の中でうまく取り入れてきたというの

が世田谷区の特徴です。

Ｑ）「世田谷Ｐａｙ」というのはどれぐらい普

及しているか

Ａ）「世田谷Ｐａｙ」というのは、店舗にし

て2,100軒くらい導入してくれました。５万

５千人がダウンロードして、２万７千人が実

際に使用しているので、世田谷区の人口が91

万人程なので、まずまず出だしはよかった。

加盟店が手数料を取られません。その部分を

区がちゃんと支払っているということがあり

ます。それから、設備が要らないのです。い

わゆるスマホで読み取るＱＲコードなどを使っ

て決済していますので。セキュリティも、セ

ブンイレブンで現金を入れて、「世田谷Ｐａ

ｙ」に蓄積するという仕組みになっているの

で、口座情報等が漏洩をするというリスクが

ないのです。そういうことで、「世田谷Ｐａ

ｙ」自体、何かおもしろそうじゃないかとい

うことで、近隣の都内の自治体でも続けて導

入しようというところが増えています。「世

田谷Ｐａｙ」で検索していただくと（私、毎

日ツイッターを更新していて、そのツイッター

に休憩時間に上げておいたのですけれども）、
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東京新聞（中日新聞）が「世田谷Ｐａｙ」に

ついて紹介しています。

Ｑ）地方自治体で非正規職員、今は会計年度任

用職員だが、増えている。これからの行政運営

の中で、正規職員また非正規職員、民間委託な

ど、どのように考えているか

Ａ）世田谷区では、会計年度任用職員の方を

年限で切って、会計年度ごとの契約ですから

「ここでやめてください」みたいな扱いはし

ていないのですが、私がやはり問題があるな

と思うのは、職場によっては正規職員よりも

ずっとその業務に熟達していて、その人がい

なければ成立しないみたいな職場でも、そう

いった方が、それだけ業務に精通していても

正規職員になる道がないという、制度上の欠

陥というものがあります。これは、世田谷区

だけではなかなか変えられないことではある

のですけれども、正規職員をどんどん減らす

のが改革だという時期が長く続いた結果、こ

ういった弊害が起きてしまっている。実際に

公務を担っていらっしゃるわけなので、その

方の条件なり希望があれば、正規職員として

就業することができるようにぜひ変えたいと

思っていますが、私だけの力ではなかなか難

しい。しかし、そういった問題意識は持って

います。

Ｑ）政策の展開に関して、議会の対応はどのよ

うなものか。行政基盤を削ることが人気を博す

という風潮や、行政改革一本やりという状況が

まだまだ広がっている状況があるが、どのよう

に考えられているか

Ａ）議会との議論の中では、実は私が就任し

て３～４年で借金より積立金が多くなりまし

て、その後さまざまな工夫の中で、今1,300

億円という空前の積立金が積み上がっている。

それでも全体で3,500億円近い一般会計予算

ですけれども、そういった中で、いわばどん

どん箱物を建てて浪費しているじゃないかと

いう批判は起きていないのです。あと、行革

については、その考え方が間違っていないか

ということを投げかけています。区民・市民

が享受していたサービスをカットして500万

円浮かしました、2,000万円浮かしました、

こういう話をよくするわけだけれども、例え

ば学校を改築するときにいわゆる仮設校舎が

ありますね。これは今世田谷区の場合、高い

ものだと４億円なのです。小さなものでも２

億５千万円、これを例えば小学生が隣の中学

校にちょっと歩いて通うと、その間に建てか

えてしまうだけで２億円余りの削減効果があ

ります。学校校舎のリノベーションも８億円

近い効果を出します。そういうようなことで、

学校の建て方の工夫をするだけで何十億と積

み上げてきたのです。ですからそこの効果と、

そのサービスをちょっと200万円、300万円カッ

トするのと、どっちが大きいのかということ

を議論してきました。

Ｑ）最後に、語り尽くせなかった部分の補足も

含め一言

Ａ）今日こうした機会をいただいて、皆さん

からのたくさんの質問も、一つ一つの世田谷

区の取り組みが全国に広がっていくといいな

と思いながら、お答えをさせていただきまし

た。

ちょっとデジタルのところの話ができなかっ

たので、そこを補足して終えたいと思います。

デジタル庁を初め、今世界はグーグルだ、アッ

プルだ、あるいはマイクロソフトだという大

手、本当に情報を独占する巨大企業が、Face

bookも含め支配するというふうになっていま

す。デジタル化というのは、統治機構にとっ

ていかに便利に住民・国民を、情報を串刺し

にするのかという観点で語られていますが、

世田谷区では、これはやはり「デジタルデモ

クラシー」ということを強力に打ち出したい

と思っています。どういうことかというと、

スペインのバルセロナ市、ここは女性市長が

まちづくりですごく頑張っているところです

が、住民参加の基本構想というものをつくっ

たそうです。100万人以上いる人口のところ
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で９万人が意見を出したときに使われた「デ

シデム」という仕組みがあります（日本でも

兵庫県の加古川市などで使われているそうで

す）。実はまちづくりセンターの課題という

のは、住民がいつでもそこに集まれるのです

が、実際に集まるのは65歳以上の高齢者の方

が本当に多いのです。子育て世代、30代、40

代はなかなか出入りがありません。ただ、イ

ンターネットなどで呼びかけていくと、やは

り地域に参加したいという意欲が高い若い世

代も多いのです。この28のまちづくりセンター

で地区の住民の困り事、難題、あるいは行政

課題、意見を出し合ってそれを形にしていく、

あるいはコミュニケーションを深めていく、

あるいは行政についての改善要望をまとめて

いただくみたいな、いわゆる自治のツールと

してデジタル技術を使っていこうということ

を考えています。これは、今の時代における

住民自治、地方主権改革の一つだと思ってお

ります。もちろんデジタル技術の危険な部分

というのは当然あるわけで、その自治体が築

き上げてきた個人情報保護条例などを無力化

するような動きなど、これは抵抗していきた

いとは思っています。ただ、それに対して構

えて抵抗するというだけではなくて、実際行

われていない可能性を参加と協働という角度

でしっかり実現していく。ですから、よき部

分をイメージとして前に出すことによって、

よくないことに区政全体が行かないようにす

る、そういう役割がこれから求められている

と思っているところです。

目下、そういう「デジタルデモクラシー」

の基盤づくりで、今年からそれが具体化する

ことになると思います。

あと最後に、今日ちょっと現物を掲げたかっ

たのですが、世田谷区でやってきたことは余

りにもいろいろ多くて、今日もつい早口になっ

てしまい、聞かれた皆さんが消化不良になっ

てしまったのではないかということで、ちょっ

と反省をしています。朝日新聞社の朝日新書

で、『こんな政権なら乗れる』という政治学

者の中島岳志さんと私との対談で、非常に読

みやすく、世田谷区の各方面で試みて実現し

たことを総括しながらお伝えする新書が出て

いますので、今日ちょっと興味を持っていた

だいた方は、ぜひ書店かネット通販でお読み

いただければありがたいなと思っているとこ

ろです。今日は大変長時間にわたりまして、

世田谷区政についてたくさんご質問もいただ

きましてありがとうございました。

（文責：事務局）
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